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事務所通信 

■鉄道に始まった会計の減価償却手続き 

■令和元年 夏季賞与支給実績 ～経理代行調べ～ 

■「第三者承継支援総合パッケージ」で廃業を回避 

■労働時間の考え方：「研修・教育訓練」等の取り扱い 

 

鉄道に始まった会計の減価償却手続き 

  

台風 19 号に伴う千曲川の氾濫で長野新幹線車両センターが被災し、北陸新幹線の 120 両が水没した

のは、記憶に新しいのではないでしょうか。このうちＪＲ東日本が保有する 96 両が廃車処分になり、車

両の帳簿価格 118 億円を固定資産除却損失として計上する事となりました。年間 3 千億円の利益を出す

会社ではありますが大きな出費です。新幹線は、1 両 3 億円ですから 96 台で 288 億円が購入金額となり

ます。そのうち 170 億円（約 60%）を減価償却費として経費計上して、まだ経費計上せずに残っていた

金額が 118 億円（買った値段の 40%）あったのを水没により使えなくなり、固定資産除却損として一気

に経費計上されたという意味です。 

この減価償却という手続き、すなわち購入した金額を何年かに分けて経費に計上する考え方は第一次

産業革命の時代のイギリスでまさに鉄道の発明により生まれました。蒸気機関の発明は、ジェームズ・ワ

ットにより石炭を掘るときの排水ポンプとしてなされ、さらに織物や製鉄に展開します。このエンジンを

車輪に載せたらどうだろうかと考えたのがジョージ・スティーブンソンでした。当時の運送業界は運河会

社が仕切っていましたが、鉄道に置き換わります。しかし、鉄道会社の経営には車両、駅舎、レール、枕

木などたくさんの固定資産が必要です。固定資産に投資をしても見合う金額がすぐには収入にはなりま

せん。 

会計、複式簿記の発明はインドやアラブの商人とも言われていますが、ルネッサンス時代のイタリアの

数学者ルカ・パチョーリがベネチア商人の使っていた複式簿記を体系化しました。つまり一般の仕入れて

売る、すぐに費用が収益に結びつく経営を対象にしていたのが、投資額を回収するのに何年も何十年もか

かる経営を理解する必要が出てきたのです。全額費用にしてしまったら投資してもらうのに最初の頃に

投資した人には、配当出来ない事態になってしまいます。もっと儲けを平準化してみる必要があるという

ニーズから減価償却手続きは、生まれました。会計が現金主義的な段階から発生主義に進化した瞬間、す

ると同時に、手元にあるお金と決算書の利益が一致しない現金の流れと利益がズレるのも、この時から生

じるようになりました。 

この利益や費用の平準化という減価償却の考え方は日常生活でも応用可能です。例えば、車の買った値

段を法定対応年数の 6 年で割ってさらに 12 カ月で割れば 1 ヵ月当たりの費用負担額がわかるわけです。

厳密に計算するなら買った値段から下取り予想額を引いて、実際に使用する年数で割れば計算できます。

ここに保険料や税金などの付帯費用を計算して、リースやカーシェアといった代替手段との比較をして

も面白いと思います。車の場合は、所有自体に気持ちの高揚感などもあるでしょうから一概に言えない事

もありますが、より機能が優先される機械などについてはこういった考え方が参考になるでしょう。 

さらに、車の場合は何年後かにも値段がつくと思いますが、建物など売れずにかえって取り壊しするの

に莫大な費用が必要なものもあります。その場合は、買った値段に取り壊し費用を足して実使用年数で割

らないといけません。 

我々、経営者は、建物や車、機械など様々な固定資産を購入するときの経営判断を求められます。改め

て法定耐用年数だけでなく実際の使用年数で収支が合うのか、また最終の使わなくなった時のコストは

どうなのか、ランニングコストだけでなくトータルに判断する事が大切ではないでしょうか。 

                             

成迫 升敏 

長野県松本市巾上 9-9 

TEL：0263-33-2223 FAX：0263-33-2396 

長野県長野市栗田 292 番地 

TEL：026-291-4153 FAX:026-291-4163 

HP：http://www.narusako.co.jp 

税理士法人 

成迫会計事務所 

NARUSAKO a/f office 



                                               

税理士法人 成迫会計事務所 1．5 月号［337］ 2 

令和元年 夏季賞与支給実績 ～経理代行調べ～ 
 

厚生労働省の「毎月勤労統計調査」によると、昨年の夏季賞与は、前年比―1.4％と、平成 27 年以来の

マイナス実績となりました。今年の夏の賞与は、新型コロナウィルスの影響で先行きが見えない事業所も

多く、中小企業にとっては厳しい状況となると思われます。 

下記は、弊社の関与先であるお客様の令和元年夏季賞与の支給実績です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○賞与支給があった人の全体平均    

賞与額 支給月数 支給事業所数割合 

293,461 円 1.45 ヶ月 64.6％ 

 

○業種別平均 

（１） 製造、サービス、建設業などの業種（医療・福祉系以外） 

賞与額 支給月数 

273,456 円 1.39 ヶ月 

（２） 医療・福祉系 

賞与額 支給月数 

330,250 円 1.56 ヶ月 

（※平均＝賞与支給があった人の平均。支給月数＝賞与額/基本給） 

 

 

 

夏季賞与額 前年比 支給事業所数割合 

381,520 円 -1.4％ 67.9％ 

事業所規模別 夏季賞与額 

5～29 人 30～99 人 100～499 人 

261,268 円 331,267 円 431,227 円 

～9.9万

9%

10～14.9万

10%

15～19.9万

15%

20～24.9万

16%

25～29.9万

10%

30～34.9万

8%

35～39.9万

9%

40～44.9万

7%

45～49.9万

4%

50～54.9万

2%

55～59.9万

3% 60万～

7%

令和元年 夏季賞与額 

＜１＞令和元年 夏季賞与支給実績 ～経理代行調べ~ 

 

＜２＞全国実績 厚生労働省「毎月勤労統計調査」より 

松村 規代 
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「第三者承継支援総合パッケージ」で廃業を回避 

 

中小企業の事業承継といえば、これまで親族内で検討するケースが主流でした。それでも後継者が見つ

からない中小企業の事業承継支援のために国（中小企業庁）が取り組み始めているのが「第三者承継支援

総合パッケージ」です。「第三者承継支援総合パッケージ」とは、親族以外の「第三者」へ事業承継をス

ムーズに行うための様々な支援策をまとめたものです。今回は、そのパッケージの内容をご紹介します。 

「第三者承継支援総合パッケージ」の概要 

(1)方針・目標 

・10 年間で 60 万件（黒字廃業の可能性がある企業）の第三者承継の実現 

・技術・雇用等の中小企業の経営資源を、次世代の意欲ある経営者に承継・集約 

(2)課題・対策 

中小企業のＭ＆Ａは年間 4,000 件弱に留まり、潜在的な後継者不在企業数（127 万社）からして不十

分であるため、国（中小企業庁）は課題と対策を以下 3 点にまとめています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記は支援策の一部を抜粋しましたが、国においても様々な支援策を講じています。事業承継補助金

は、新たな取組に挑戦する事業者に最大 1,200 万円の補助金を出しています。また、買い手側が合併、分

割、事業譲渡に伴い不動産の権利移転が生じる場合に登録免許税・不動産取得税の軽減措置※1 や許認可

の承継※2 に関しても特例があります。補助金については公募の期間もありますので、長野県事業引継ぎ

支援センターやＭ＆Ａの専門家に相談しながら承継のタイミングをみてご活用下さい。 

■事業承継補助金（М＆Ａ） 

 補助率 補助上限額 上乗せ額 ※廃業を伴う場合 合計 

原則枠 1/2 450 万円 ＋450 万円 900 万円 

ベンチャー型事業承継枠・

生産性向上枠 
2/3 600 万円 ＋600 万円 1,200 万円 

■登録免許税・不動産取得税の軽減 ※1 

＜登録免許税＞  2.0％（通常）⇒0.4％（特例）              

＜不動産取得税＞ 不動産価格の 1/6 に相当する額を課税標準から控除      

■許認可承継の特例 ※2 

＜対象業種＞・旅館業 ・建設業 ・火薬類製造業、火薬類販売業 ・一般旅客自動車運送事業  

・一般貨物自動車運送事業 ・一般ガス導管事業 

※1、※2 を受けるためには、買い手側が中小企業等経営強化法の「経営力向上計画」の認定を受ける

ことが必要になります。 

機運醸成・環境整備 ②マッチングの円滑化 マッチング後の取組支援

出典：「中小企業庁」資料より抜粋 

1.売り案件が圧倒的に少数 2.マッチングの成立が困難 3.承継後の経営統合が困難 

①経営者にとって第三者が身近でなく、他

者へ「売る」ことへ抵抗感が根強い。 

②仲介手数料や仲介業者などのＭ＆Ａに

係る情報が不十分で、売りを躊躇。 

①個人保証の存在により、承継を拒否。 

②適切な相手が見つからない。 

①承継後の経営統合や事業戦略の再構築

にコストを要し、承継を躊躇。 

 

① 事業承継の機運醸成 

事業引継ぎ支援センターと民間プラット

フォーマー等が連携し、身近な形で仲

介を推進 

② 「事業引継ぎガイドライン」改訂 

民間仲介事業者に中小Ｍ＆Ａ時の指

針を提示 

① 個人保証 

「経営者保証ガイドライン」の特則を策定

し、先代経営者と後継者からの保証の

二重取りを原則禁止 

② 事業引継ぎ支援データベース 

データベースを民間事業者にも開放しス

マホのアプリを活用したマッチングなど、簡

便なしくみを提供 

① 事業承継補助金の充実化 

新規性の高い取組に対して、補助率の引上げなど支

援充実化 

② 登録免許税・不動産取得税の軽減 

買い手の負担軽減により、第三者承継の効果を最大

化 

③ 承継トライアル事業 

後継者教育の「型」を実証し、マッチング精度を向上 

課題 

支援策 

マッチング前 マッチング時 マッチング後

藤牧 秀明 
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労働時間の考え方：「研修・教育訓練」等の取リ扱い 

 

先日、ある会社から、「従業員が休日の研修に参加したが、その研修時間は労働時間に該当するのでし

ょうか？」との相談がありました。よくある質問ですが、みなさんは研修が労働時間に該当するかどうか

の判断は、どのようにされていますか？ 

そもそも労働時間は、使用者の指揮命令下に置かれている時間と定義されています。使用者の明示また

は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は、労働時間に該当します。労働契約や就業規則等で定

めた時間ではなく、あくまで実労働時間で判断することになります。 

厚生労働省のリーフレット『労働時間の考え方「研修・教育訓練」等の取り

扱い』によると、研修・教育訓練の労働時間についての取リ扱いは以下のよう

になります。 

 

 

 

・研修に参加しないと業務を行うことができないなど、事実上参加せざるを得ない場合には、労働時間

に該当します。 

・業務上義務づけられておらず自由参加の研修であれば、その研修時間は、労働時間に該当しません。 

スキルアップのため自己研鑽に努めることにはできる限り協力する。しかしその時間は労働時間外と

考える企業も多いと思います。 

 

 

 

・教育訓練を行うよう指示していないこと 

・教育訓練は本来業務が終了してからとし、区切りを明確につけて開始すること 

を明確にして、あらかじめ本人にも同意を得たうえで、できるだけ本人の希望する内容を行うのがよい

かと存じます。 

 

 

 

・教育訓練は通常の勤務場所とは異なる場所を設けて行うこと 

・通常勤務でないことが他の人から見ても分かるように、制服以外の服装

で行うこと 

などを具体的に定めておくことが望ましいと考えられます。 

 

リーフレットには他にも労働時間の前後の取リ扱いや、直行直帰・出張に伴う移動時間の取リ扱い事例

などが明示されています。労働時間の判断に迷うケースの参考にしていただければと存じます。 

 

特定社会保険労務士 中谷 幸喜 

 

教育訓練を労働時間以外で実施するためには 

［研修・教育訓練などの労働時間の取り扱い］ 

就業規則に追加することは 


